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金沢市こども居場所づくり
総合支援事業について

金沢市こども未来局

子育て支援課

1

事業の目的

全てのこどもが安心して自分らしく過ごすことができるこどもの居場

所づくりを総合的に推進するため、本市において新たにこどもの居場所

を開設する団体や既にこどもの居場所を運営している団体を支援する事

業です。

身近な地域で、こどもが気軽に立ち寄ることができる「こどもの居場

所」づくりを行うことで、支援が必要なこどもを早期に発見し、行政等

の適切な支援機関につなげる体制づくりを目指しています。
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金沢市こども見守り支援体制
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支援が必要なこどもや家庭を発見した場合

何か支援が必要かも？と思った場合は

子育て支援課（児童家庭相談室）へ。

気になるご家庭があって

支援が必要かどうかわからない場合も

支援につなげられないか相談可能です。

・こどもソーシャルワーカー

・母子・父子自立支援員

・弁護士資格を持った職員

が必要な支援につなぎます。

5

小・中学校区ごとの居場所設置状況
（※金沢こども応援ネットワーク参加団体）

未設置地区（令和８年２月末時点）

6

中学校区内
の設置 中学区 小学校区

× 泉 泉、中村町

× 内川 内川

× 医王山 医王山

× 大徳 大徳、木曳野の一部

× 清泉 三馬、米泉

○ 野田 泉野

○ 長田 長田町、西

○ 鳴和 森山町

○ 浅野川 大浦、浅野川

中学校区内
の設置 中学区 小学校区

○ 西南部 押野、西南部

○ 兼六 田上、朝霧台

○ 森本 森本、花園

○ 額 扇台の一部、四十万

○ 紫錦台
南小立野

○ 城南

○ 高尾台 伏見台

○ 金石 大野町、木曳野の一部

○ 緑 安原



4

こどもの居場所について

当事業におけるこどもの居場所とは、地域において食事の提供や学習の支
援、多世代交流・体験活動等を通して、孤立や孤食を防止し、こどもが安心
して自分らしく過ごすことができる場所とします。

7

こども食堂
無料又は低額で食事を提供する活動を定期的に行うことにより、

こどもに地域で安心して過ごすことのできる居場所を提供する取組

学習支援活動 児童の学習支援を通じた居場所づくりを自主的に実施する取組

多世代交流・

体験活動

こどもたちが学年の異なる児童・生徒や大人たちと一緒に遊び、

様々な体験を通して交流、つながりを深める取組

相談支援活動
こども・子育て相談等を通してこどもの異変や抱える問題について

気づき、行政等の支援機関につなぐ取組

補助の対象となる団体

(1)～(7)の要件を全て満たす法人その他の団体

(1) こどもの居場所を１年以上継続して実施する意思及び能力を有すると認められること。

(2) 市内に活動拠点を有し、団体又はその構成員においてこどもの居場所づくりに関する

活動実績があること（開設の場合を除く。）

(3) 組織及び運営に関する事項を定めた会則、規約等があること。

(4) 営利又は政治的並びに宗教的な活動を目的とする団体でないこと

(5) 活動内容が公序良俗に反しないこと

(6) 金沢市暴力団排除条例（平成24年条例第２号）第２条第１項に規定する暴力団又は

同条第３号に規定する暴力団員の統制の下にある団体でないこと

(7) 本市の市税に滞納がないこと

8

個人による活動は
対象外です

滞納がある場合は
交付決定できません。
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補助の対象となる事業①

こども食堂、学習支援活動、多世代交流・体験活動、相談支援活動等のこどもの居場所づくり

に係る事業で、(1)～(9）に掲げる全ての要件を満たす事業

(1) 相談機関、学校、放課後児童クラブ等との連携を図り、支援が必要なこども

又は家庭の把握に努めること。

(2) 支援が必要なこども又は家庭を発見した場合に、本市や関係機関と連携して

適切な対応を図ること。

(3) 金沢こども応援ネットワークに加入し、市の主催する会議や研修等への参加

及び関係団体等と連携すること

※ただし、新規で事業を開始する場合は、事業を開始した年度の末までに

金沢こども応援ネットワークに加入すること
9

必要なこどもが参加出来る
ようにオープンに広報を

しましょう

（参考）金沢こども応援ネットワーク

【活動内容】

・支援者同士のつながりづくり

・情報発信への協力

・定期的な情報交換会・研修会の実施

・支援企業とのマッチング

・slackを利用した情報交換

【参加団体数】 55団体（令和８年２月末時点）

地域でこどもの居場所づくりに取り組む団体等が交流を深め、情報の交換及び連携を
図ることで、困難を抱えるこどもや家庭を早期に発見し、必要な支援につなげていく
体制を構築するために形成されたネットワークです。

情報交換会の様子
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補助の対象となる事業②

(4) 常駐できる責任者を配置し、当該責任者とは別に、活動の補助等ができる

スタッフを１名以上配置できる体制

(5) 月１回以上かつ１回当たり２時間以上実施

（やむをえない事情がある場合を除く。）

(6) 事故等に備えて傷害保険、損害保険等に加入

(7) 運営にあたり食品衛生法、消防法等の関係法令を遵守

(8) 営利を目的とした事業及び政治的活動又は宗教的活動を目的とした事業で

ないこと。ただし、食材等の実費相当額を徴収することは可

(9) 利用者情報は、個人情報保護法等により適切に管理
11

スタッフは常に２名いる状態
責任者＋スタッフ

全スタッフに
徹底してください

参加者への補償をするもの

（補足）こどもの居場所について

こどもが安心安全に過ごせる場所を小学校区に１ヶ所の設置について

・こどもが一人で歩いて行ける場所

（校区外に行きにくい小・中学生がメインターゲット）

・こどもは原則無料で利用できる

・いつも同じ場所で開催

※やむを得ず会場を複数利用する必要がある場合は必ず

申請前にご相談ください。

12
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補助対象期間

補助対象期間は、申請の翌月以降、同一年度内の活動を対象とします。

（４月１日付よりあとの申請は月割計算となります。）

※４月に居場所づくりを実施する団体で、４月中に申請書を提出した

場合は、４月１日以後の活動を対象とします。

事前連絡の上、４月１日付で申請してください。

※申請時は、書類一式を揃えてご提出ください。

未提出の書類が複数ある場合は、書類が揃った日を申請日とする

可能性があります。 13

補助内容 【新規開設等経費】

区分 補助対象経費 補助率
補助
上限額

こども食堂
学習支援活動

(1) 消耗品費
(2) 備品購入費
(3) 飲食店営業の許可に係る
手数料及び食品衛生責任者
講習会の受講に要する費用

(4) その他市長が必要と認める
もの。ただし、賃金、謝金、
旅費、食材費等恒常的に運
営に要する経費を除く。

¾
以内

20万円

上記以外 10万円

14

対象経費として計上できるのは、居場所開設に必要な常設のものを原則とし、
団体で使用するもの（事務用パソコン、携帯電話等）は対象外です。

・購入しなくても開設
できるものは運営費で
・開設前後早めの購入を
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補助対象経費の具体例（新規開設等経費）

※こども食堂又は学習支援活動とそれ以外の活動を併せて実施する場合の取り扱い

補助限度額は20万円となるが、そのうち多世代交流・体験活動又は相談活動にかかる

補助限度額は10万円とする。 （例）多世代交流用の物品で20万円分の補助は不可

費目 こども食堂等 学習支援 多世代交流・体験活動、相談支援

食器（使い捨てでないもの）、鍋等

の調理器具、炊飯器・ポット等の調

理家電等

開設に必要な教

材、文具等
ジョイントマット、パーティション等

冷蔵庫、電子レンジ等
学習用タブレッ

ト等
活動全体を通して必要な備品等

新

規

開

設

等

経

費

（共通）テーブル、いす、看板、絵本・おもちゃ、消毒、救急セット等

(1) 消耗品費

（一品５万円未満）

(3) 飲食店営業の許可に係る手数料及び食品衛生責任者講習会の受講に要する費用については、食事を提供する事業を実施す

る団体のみ申請可

※備品管理しているため、事業完了後も勝手に譲渡・処分することは

できません。必ず市へご連絡ください。

(2) 備品購入費

（一品５万円以上）

　※事前協議要

補助内容 【運営費】

16

区分 補助対象経費 補助率 補助上限額

月１回
(1)賃金（団体の恒常的な人件費を除く。）
ただし、賃金の合計額は、対象経費の1/2

以内。
(2) 報償費（諸謝金）
(3) 旅費
(4) 需用費（光熱水費、消耗品費、燃料費、

修繕料、印刷製本費。食材費は
こども食堂に限り、対象経費の
1/4以内。月１回開催の場合のみ
1/2以内。）

(5) 役務費（郵送料、通信運搬費、保険料、
広報費、手数料、筆耕料その他）

(6) 使用料及び賃借料
(7) 備品購入費

10/10

10万円

月２回 20万円

月３回 30万円

月４回 40万円

月５回
以上

50万円
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補助対象経費の具体例（運営費）

費目 子ども食堂等 学習支援
多世代交流・体験活動

相談支援

(1) 賃金

(2) 報償費

(3) 旅費

食材費、使い捨て食器、手

袋等
教材、文房具等

運

営

費

事業に係るアルバイトの給料等。団体の恒常的な人件費は除く。

ボランティア、講師等への謝金

ボランティア、講師等の交通費

(4) 需用費 （共通）水光熱費、消耗品費（一品５万円未満）、各種材料費、教材

費、資料代、マスク、消毒等）、燃料費、光熱水費、修繕料、印刷製本

費（チラシ印刷等）

補助対象経費の具体例（運営費）

費目 こども食堂等 学習支援
多世代交流・体験活動

相談支援

食器（使い捨てでないも

の）、鍋等の調理器具、炊飯

器・ポット等の調理家電等

開設に必要な教

材、文具等

ジョイントマット、パーティ

ション等

冷蔵庫、電子レンジ等
学習用タブレッ

ト等

活動全体を通して必要な備品

等

新

規

開

設

等

経

費

（共通）テーブル、いす、看板、絵本・おもちゃ、消毒、救急セット等

(1) 消耗品費

（一品５万円未満）

(3) 飲食店営業の許可に係る手数料及び食品衛生責任者講習会の受講に要する費用については、食事

を提供する事業を実施する団体のみ申請可

※備品管理しているため、事業完了後も勝手に譲渡・処分することは

できません。必ず市へご連絡ください。

(2) 備品購入費

（一品５万円以上）

　※事前協議要
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食材費の上限額

こども食堂を実施する団体のみ下記のとおり申請可能

（※こども食堂を実施していない日の食材費は対象外）

開催回数

月１回

月２回

月３回

月４回

月５回以上 125,000円

上限額

対象経費の1/4以内、月１回の場合は1/2以内

50,000円

50,000円

75,000円

100,000円

20

区分 補助限度額

夏季加算
（補助率10/10）

夏季休業中に５回以上増回 ４万円

補助内容 【夏季加算】

小・中学校の夏季休業中に５回以上、通常の申請回数より増回して

実施した場合は、運営費の補助限度額を４万円加算します。

（例）月１回で申請し、夏季休業中に月１回と別に５回以上実施した場合

補助限度額１０万円＋夏季加算４万円＝１４万円

※運営費を申請している団体のみ申請可。夏季加算のみの申請はできません。
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21

留意事項

本補助事業の対象経費と重複して、国、県又は市等の補助金の

交付を受けることは認められません。

特に、他の国庫補助事業等を別に実施している場合は、運営

（場所、時間、人員）、経理等に重複がないようご留意ください。

補助対象経費について、当該事業に係るものであると明確に判断

できるもの以外は対象外となります。

開設経費に係る補助金の交付は、１団体につき１回限りです。

補助金額は1,000円未満切り捨てです。

運営費の上限額の例

（例）月１回開催の場合で、７月に申請し、９月に事業開始した場合

（月1回上限額）100,000円×７／１２カ月＝58,333.333…

→ 58,000円 （※1,000円未満切り捨て）

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

申請 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

７か月分申請
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交付申請

(1) 申請の際には、申請書類一式を電子申請で申請してください。
(2) 受付後に追加資料の提出及びメール等による記載内容の確認を
行うことがあります。申請書類の控えを必ず保管してください。

(3) 申請書類は、金沢市ホームページよりダウンロードできます。

(4) 補助金は、補助金額決定後に概算払で支払います。

交付申請時に資金計画書を提出してください。

【申請受付期間】

令和８年４月１日（水）～令和８年９月３０日（水）

23

交付申請に必要な書類

①補助金交付申請書（様式第１号）

②事業実施計画書（別紙１）

③補助事業の経費配分（別紙２）

④収支予算書

⑤資金計画書

⑥見積書（※提出を求める場合があります）

⑦同意書（滞納市税がないことの確認）

⑧会員名簿

⑨団体等の規則・会則又はこれらに準じるもの

⑩金沢こども応援ネットワーク参加申込書（※未加入の場合）

24
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新規申請団体について

新規申請団体につきましては、事前に活動の目的、状況、運営体制等を現地確認

します。申請前に活動が拝見可能な日をお知らせください。

また、団体又は団体代表者・スタッフの活動実績が分かる書類もご提出ください。

※新規開設の場合も、申請団体が事業開設、継続実施が可能か等の聞き取り、

現地調査を行った上で判断しますので、交付決定は現地調査後になります。

事業実施に課題があった場合は、改善等をお願いする場合や補助が

認められない場合があります。

※継続実施団体についても、順次、居場所の見学を実施予定です。

25

交付決定

(1) 審査した結果を書面にて通知します。

(2) 補助金額は、申請額よりも少なくなる場合があります。

(3) 予算の範囲内での交付となります。

(4) 審査結果に関わらず、申請書類は返却いたしません。

※補助金は、補助金額決定後に概算払で支払います。

（交付申請時に資金計画書の提出をお願いします。）

26
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経費の支払方法について

補助事業にかかる経費の支払いは、出来る限り、

現金または銀行振込により行ってください。

商品券、割引券、ポイントで支払った経費は補助対象外と

なります。

やむを得ない事情でクレジットカードで支払った場合、

法人名義以外のカードの場合は、領収書は個人名ではなく

団体名のものを提出ください。

27

（補足）領収書について

28

領 収 書
令和８年〇月△日

〇〇こども食堂 様

￥３，５００‐
上記金額正に領収しました
但し、会場使用料として

〇〇〇会館 印
金沢市〇〇〇１丁目２―３

補助対象期間内の日付

但し書きは、品名が分かるよう
に記入してください
「お品代」は不可

物品の場合は、購入した物が
分かる内訳が必要です。
× 食料品 １万円

申請団体名を正確に記入
「上様」、個人名は不可

領収書原本は５年保管（令和14年3月末まで）
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（補足）レシート提出の例

29

需用費①
費目別にＡ４の紙に貼って
いくとレシートを紛失せず、
収支決算書と見比べて

計算しやすい

日付は交付決定日～
事業終了日までのもの

会計は対象経費のみで行い、
対象外のものは別で行う

（費目もわけると分かりやすい）

経費が混ざった場合は、
どれを計上したのか
分かるように書く
※私物は混ぜないで

ください

事業に直接関係のない
ものは認められないので

注意！
品名が分かりにくいものは、

説明を補記

日付、金額、内容等が消えて
しまったレシートは不可

実績報告 ②決算

事業完了後１５日以内（できる限り速やかに）に

提出が必要です。

※書類がすぐに全て作成出来ない場合は、収支決算書、領収書等を

優先して提出いただければ金額等の確認を先に行います。

ご相談ください。

これらを確認し、補助の要件を満たさなかった場合は、補助金の返納が必要となりま
す。また、補助金額が実際の支出額を超えた場合、超過額を返納していただきます。

30
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実績報告に必要な書類

①補助事業実績報告書（様式第４号）

②補助事業の経費の配分（別紙１）

③収支決算書

④領収書（レシート可） ※決算見込提出分は省略可

⑤事業実施報告書（別紙２）

⑥活動内容に関する資料（写真やチラシ等）

⑦金沢こども応援ネットワーク参加申込書

（※新規に事業を行う団体の場合）

⑧事業実施日の保険加入が確認できる書類（④で確認ができない場合）

31

補助の要件について

３．団体の要件

補助対象となる団体

(1)～ (7)

４．事業の要件

補助対象となる事業

(1)～(9）

32

下記の要件を満たさない場合は、補助金返納が必要となります。
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補助の対象となる団体の要件

(1)～(7)の要件を全て満たす法人その他の団体

(1) こどもの居場所を１年以上継続して実施する意思及び能力を有すると認められること。

(2) 市内に活動拠点を有し、団体又はその構成員においてこどもの居場所づくりに関する

活動実績があること（開設の場合を除く。）

(3) 組織及び運営に関する事項を定めた会則、規約等があること。

(4) 営利又は政治的並びに宗教的な活動を目的とする団体でないこと

(5) 活動内容が公序良俗に反しないこと

(6) 金沢市暴力団排除条例（平成24年条例第２号）第２条第１項に規定する暴力団又は

同条第３号に規定する暴力団員の統制の下にある団体でないこと

(7) 本市の市税に滞納がないこと

33

団体の代表変更、
スタッフの大幅な変更
は必ずご連絡ください

団体の法人化、
会則の変更等は
必ずご連絡ください

補助の対象となる事業の要件①

(1) 相談機関、学校、放課後児童クラブ等との連携を図り、支援が必要なこども

又は家庭の把握に努めること。

(2) 支援が必要なこども又は家庭を発見した場合に、本市や関係機関と連携して

適切な対応を図ること。

(3) 金沢こども応援ネットワークに加入し、市の主催する会議や研修等への参加

及び関係団体等と連携すること

34

年２回の情報交換会は、団体のメンバーどなたでも参加可能ですので、
必ず１名以上が参加して、研修受講や他団体との情報交換をお願いします。
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補助の対象となる事業②

(4) 常駐できる責任者を配置し、当該責任者とは別に、活動の補助等ができる

スタッフを１名以上配置できる体制

(5) 月１回以上かつ１回当たり２時間以上実施

（やむをえない事情がある場合を除く。）

(6) 事故等に備えて傷害保険、損害保険等に加入

(7) 運営にあたり食品衛生法、消防法等の関係法令を遵守

(8) 営利を目的とした事業及び政治的活動又は宗教的活動を目的とした事業で

ないこと。ただし、食材等の実費相当額を徴収することは可

(9) 利用者情報は、個人情報保護法等により適切に管理
35

スタッフは常に２名いる状態
責任者＋スタッフ

-必ず加入してください

時間短縮不可です

事業計画どおりに開催できなかった場合

・事業開始日から、月１回かつ１回２時間以上の開催が出来な

かった場合は、補助金のお支払いはできません。

・やむを得ないご事情がある場合は、速やかにご連絡ください。

その場合は、理由書に加えて、開催準備をしていたことが

分かる書類の提出を依頼しますが、やむを得ない事情だと

認められない場合はお支払いができませんのでご留意ください。

36
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事業計画どおりに開催できなかった場合

月1回未満 月1回実施 月２回実施 月３回実施 月４回実施 月５回実施

月１回 ０円 100,000円 100,000円 100,000円 100,000円 100,000円

月２回 ０円 100,000円 200,000円 200,000円 200,000円 200,000円

月３回 ０円 100,000円 200,000円 300,000円 300,000円 300,000円

月４回 ０円 100,000円 200,000円 300,000円 400,000円 400,000円

月５回 ０円 100,000円 200,000円 300,000円 400,000円 500,000円
37

予定どおりの開催回数が実施できなかった場合
・１回２時間以上開催できた回数のみ換算

【補助金上限額（４月から12か月分の場合）】

申請回数
実績

事業計画どおりに開催できなかった場合

38

その他の要件が満たせなかった場合

申請回数
実績

・スタッフの人数（2名以上）

・開催時間（２時間以上）

・保険加入

など、補助の対象となる事業の要件を満たしていない場合は、

居場所の実施回数としてカウントすることができません。

（例）月４回開催したが、うち１回は保険加入ができていなかった

→月３回の実施となるため、月３回開催に減額



20

事業実施状況の確認について

１．実地調査

必要に応じて、居場所づくりの実施状況を確認するために訪問や

活動状況の聞き取りを行います。ご協力をお願いいたします。

２．中間報告

９月頃に実施状況について中間報告をお願いしています。

※申請前に、団体で実施する事業が補助金の目的に合っているか、
事業が継続して実施できそうか、を今一度ご確認ください。
また、交付決定後も、事業実施にあたって不安や行き詰まりが
あった場合は、すぐに子育て支援課までご相談ください。

39

（参考）金沢市こどもの居場所ポータルサイト

40
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（参考）石川県こども食堂アドバイザー
派遣事業について

41

対象：こども食堂をはじめたい団体

こども食堂の運営に悩む団体

費用：無料（旅費・謝金は県が負担）

内容：食材・資材の確保、スタッフの確保

広報の方法など

回数：３回まで／１団体

※令和８年度の募集については

石川県ホームページ等をご確認ください。

（参考）ひとり親家庭向けＬＩＮＥについて

42

ひとり親LINEに登録いただいた方に

市公式LINEを利用して、

各種情報提供を行っています。

・毎週木曜日15時にひとり親家庭向け情報を配信

・チャットボットによる情報検索

・各種予約

・児童家庭相談室をご案内
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さいごに

書類の書き方、提出方法や申請にあたって

ご不安なことや分からないことがございましたら、

お気軽に 子育て支援課こどもの居場所づくり担当

までご連絡ください。

43

子育て支援課
電話 ０７６－２２０－２２８５
メール kosodate@city.kanazawa.lg.jp


